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フィリピンにおける商標権保
護と模倣対策戦略 

リサ・ヨング  
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議論の範囲 

保護できるもの、保護すべきも
のは何か。 

訴追手続きにおける共通の課
題は何か。 

それに伴う法的リスクはどうか。  

偽造品や類似品にどう対処す
るか。  

警告状か、民事訴訟か、刑事
強制捜索か。  
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商標に関するデータ 

（出所）フィリピン国知的財産庁2012年年次報告書 

商標出願件数 

居住者 

非居住者 

詳細不明 

合計 

2012年12月15日現在 

2010年から2012年までの商標出願件数 

1%の増加 

総出願件数 

商標 
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商標に関するデータ 

（出所）フィリピン国知的財産庁2012年年次報告書 

コード
番号 

国名 
出願総数に 

占める割合（%） 

米国 

日本 

スイス 

中国 

ドイツ 

韓国 

フランス 

シンガポール 

英国 

イタリア 

（2012年12月15日現在） 
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第 121条の1  
 

 「標章」は、ある企業の商品（商標）あるいはサービス（サービスマーク）を区別する
ことができる、目に見える標識を意味し、標章の付された商品容器を含むものとする。  

 

第123条  登録性 – 第123条の1 下記に該当する標章は、登録することができない。  
 

a. 存命中の人あるいは死去した人、団体、信念あるいは国の象徴を軽んじ、あるいはか
かる人あるいはかかるものとの関係について誤った示唆を与え、あるいはこれを侮蔑ある
いは信用失墜に至らしめる可能性がある不道徳、欺瞞的あるいは中傷的な事柄から成る
標章。 
 

 

b. フィリピン国またはその行政的小区画、あるいは外国の国旗または紋章あるいはその
他の標章あるいはその偽物から成る標章。 
 

 

c. 特定の存命中の個人を特定する氏名、署名、肖像から成る標章（ただし、同人の書面
による承諾を得ている場合はこの限りではない）あるいは死去したフィリピン国大統領の氏
名、署名、肖像から成る標章（同人の未亡人がいる場合にはその存命中において。ただし
当該未亡人 の書面による承諾を得ている場合はこの限りではない） 

 

 

知的財産法 （法令番号第8293号） 
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知的財産法 

d. 下記に関して、別の所有者に帰属している登録商標あるいはより早い出願日または優先
日を有している標章と同一の標章。 

 

(i) 同じ商品またはサービス、あるいは 

(ii) 近縁関係にある商品またはサービス、あるいは 

(iii)当該標章が人を欺き、あるいは混同を引き起こす可能性があるような標章によく類
似している場合。 

 

 

e.登録の有無に関わりなく、フィリピン国の所轄官庁の意見でフィリピン国内および外国で周
知であると見なされる標章と同一であり、あるいは混同を来すほどに類似しており、あるいは
かかる標章の変形にあたる標章であって、商標登録出願人以外の人の標章になっており、
同一あるいは類似の商品またはサービスに使われているもの。ただし、ある標章が周知商標
であるかどうかを決定するにあたっては、当該標章の広報宣伝の結果として達成されている
フィリピン国内における知名度を含めて、社会全般ではなく、関連部門の国民の知名度を考
慮するものとする。 
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f. 前項に従って周知と見なされる標章と同一であり、あるいは混同を来すほどに類似して
おり、あるいはかかる標章の変形にあたる標章であって、登録出願の対象とされている商品
またはサービスに類似していない商品またはサービスに関してフィリピン国で登録されてい
る標章。ただしこれは、そのような商品またはサービスに関して当該標章を使用するにあた
り、そのような商品またはサービスとの関係および当該登録商標の所有者が表示されるよう
になること、さらにかかる使用によって当該登録商標の所有者が損害を受ける可能性があ
ることを条件とする。 

 

 

g. 特に、当該の商品またはサービスの性質、品質、特徴あるいは地理的出所に関して、一
般社会の誤解を招く可能性がある標章、 
 

 

h. 当該標識が特定しようとする商品またはサービスの一般名である標識のみで構成され
る標章、 
 

 

i. 日常語で、あるいは誠実な定着した取引慣行で当該の商品またはサービスを指すため
に習慣的にあるいは普通に用いられるようになった標識または表示のみで構成される標章
、  
 

j. 商売において、習慣的にあるいは普通に当該の商品またはサービスの種類、品質、数
量、用途、価値、地理的出所、あるいは当該商品の生産の時期または当該サービスの遂行
の時期、あるいは当該の商品またはサービスのその他の特徴を示す働きをする可能性のあ
る標識または表示のみで構成される標章、 

知的財産法 
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k. 技術的な要因により、あるいは当該商品そのものの性質あるいはそれらに固有の価値に
影響する要因により必要とされるかもしれない形状で構成される標章、 
 

l. 色彩のみで構成される標章。ただし、所定の形状で画成される場合はこの限りではない。
あるいは、 

m. 公序良俗に反する標章。 

IP Code 

BOTTLE DEVICE  
（登録番号 42000002840号） 

DEVICE  
（登録番号42001004490号） 

3D DRAGON BOTTLE 
（登録番号42012003668 号） 
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単色標章 

 

 

 

色の組み合わせの標章 

 
 

標章：  DEVICE 
登録番号：           42002008356 

標章：   DEVICE 
登録番号：           42002008321 

標章：             DEVICE 
登録番号：           42002008322 

標章：   三色ストライプのデ       
ザイン 

登録番号：           42012005755 

出願番号：  42012501568 
状態：  登録済み、登録証発
行待ち 
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商売において、習慣的にあるいは普通に当該の商品またはサービスの種類、品
質、数量、用途、価値、地理的出所、あるいは当該商品の生産の時期または当
該サービスの遂行の時期、あるいは当該の商品またはサービスのその他の特
徴を示す働きをする可能性のある標識または表示のみで構成される。 
    

 －知的財産法の第123条1(j)項 

 

「McDonald’s CorporationおよびMcGeorge Food Industries, Inc.対
L.C. Big Mak Burger, Inc.他事件」（事件番号143993、2004年8月14日）
において、最高裁は以下のとおり判決した。  

「一方、記述的標章は、例えば、関節炎（arthritis）の療法（medication）を表
す『Arthriticare』のように、ある製品について、その製品を一度も見たことがな
い人あるいはその製品の存在を知らない人にその製品の特徴、機能、品質ある
いは成分を伝えるものである。」 

記述的標章 
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 登録番号 42006012377 

登録番号42005003162                                  11類－冷蔵庫および冷凍庫 

浄水器を対象とする11類    

 

 

 

      

COOLER WINE 

「『COOLER』という文言は、当該ワインの名称、品質、あるいは使用法の
説明を示すものではない。原産地すらも示していない．．．。」 

33類－ワイン 知的財産法 NP.3172  

 

記述的標章かどうかの判断  
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• 記述性の閾値は低いため、安全性を事前に保証するためのチェックが重要
である。   

• 現地の所有権者は実際に合法的なブランドの所有者を相手取って訴訟を提
起する。 

• 情報源： 
 

 フィリピン知的財産庁の商標調査ウェブサイト 
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/ 

 

 貿易産業省のウェブサイト 

 http://bnrs.dtigov.ph:8080/web/guest/registration  
 

 証券取引委員会のウェブサイト 

 http://www.sec.gov.ph/onlinetransactions/seciview.html  

 

調査 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/
http://bnrs.dtigov.ph:8080/web/guest/registration
http://www.sec.gov.ph/onlinetransactions/seciview.html
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商標－手続遂行の流れ 

Ｖ 

直接出願及び公式 

出願書類受領書の発行 

オンライン出願 

調査及び審査 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2ヶ月 

2～4ヶ月 

2ヶ月 

1ヶ月 

2日 

3ヶ月 

1~2ヶ月 

公式出願書類受領書の発行 

審査官通知の発行 

回答書の提出 

さらなる審査官通知 

回答書の提出 

拒絶 

局長への上訴 

許可 

公告 

登録 

フィリピンにおける商標出願から登録までのフローチャート 

放棄 

復活及び応答 

2ヶ月 
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• 標章の最初の使用日は記載しなくてもかまわない－任意選択 

• 製品の写真、受領書、宣伝、包装の写真という形での使用の証拠 

• 同じ類に属する商品・サービスのいくつかに使用すれば、当該の商品・
サービスの類全体の使用になるものとする。 

• 一つの類に使用すれば、関連の類への使用と見なされるものとする。 

• インターネットでの使用は、フィリピンにおいて商品が販売され、あるい
はサービスが遂行されたことを示す使用の証拠として有効である。 

• マドリッド協定議定書に基づく出願に適用される。 

• 当該標章の識別性を実質的に変えることのない別の形での標章の使
用は容認できる。 

 

 

実際の使用の宣言書 
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• 全体的テスト－古いテスト 

• 優勢性テスト－新しいテスト 

• 「Mighty Corporation およびLa Campana Fabrica de Tabaco, Inc. 
対E & J Gallo Winery およびThe Andresons Group, Inc.事件 (事件
番号154342、2004年7月14日) では、この二つのテストが考察された。 

 

全体的テスト 

 「全体的テストでは、混同を来たすほどの類似性があるかどうかを判断する
際に問題の標章全体を検討しなければならないとされている。文言の比較だ
けが類似性判断の要因ではない。 それぞれのラベルや下げ札に現れている
当該商標全体の状態も、当該商標が付されている商品との関連で考慮しな
ければならない。観察者は、一方が混同を来すほどにもう一方と類似してい
るかどうかの結論を下すことができるように、双方のラベルに現れている支配
的な文言だけでなく、その他の特徴にも注目して類似性を見極めなければな
らない。」 

 

標章の類似性のテスト 
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優勢性テスト－新しいテスト 

「優勢性テストは、混同を来し、あるいは人を欺く可能性のある、よって侵害
に至る可能性のある、互いに競合する商標の支配的な特徴の類似性に注目
する。 それらの競合する商標がもう一方の主要な、あるいは本質的な、ある
いは支配的な特徴を含んでおり、混同や欺瞞を招く可能性がある場合には、
侵害が発生する。複製や模倣は必要ない。そしてまた、侵害ラベルから模倣
の努力が示唆されている必要もない。問題は、当該の標章使用が市民の頭
の中で混同や誤解を招き、あるいは買い手を欺く可能性があるかどうかであ
る。」  
 
 
 
「McDonald’s Corp. 他対L.C. Big Mak Burger事件」, (事件番号 
143993, 2004年8月18日)  
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Case Number Plaintiff’s Mark Defendant’s Mark 

Berris Agricultural Co., Inc. 
vs. Abyadang  
(G.R. No. 183404; 13 
October 2010) 

 

Allergan Inc. vs Image 
Sense Corporation 
In IPC No. 14-2009-00053 

Glaxosmithkline vs Korea 
United Pharm, Inc (IPC No. 
14-2005-00062) 

 

Sandisk vs. Sundisk and 
device  
IPC No. 14-2007-00222 
May 07, 2008 

Jockey vs. Hockey –  
IPC No. 14-2007-00100 
May 07, 2008 

Remy Martin vs. Henry 
Martin Label Mark 
IPC No. 14-2006-00131 
April 14, 2008 

類似性の判断 



   19 
© Rouse 2013 

• 一般的に、異議申し立て者は出願の登録により損害
を受けることになる。（知的財産法の第134条） 

• 先行登録との類似性 

• 周知標章との類似性 

• 会社名との類似性（商標登録の有無に関わりなく） 

• 不正な意図をもって出願がなされた。 

商標－異議申し立ての根拠 
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• 商標規則の規定 102－ある標章が周知であるかどうかの判断基準 
(a) 当該標章の使用の継続期間、範囲および地理的地域。特に、当該標章の宣伝広告が行われ
た場合には、見本市あるいは展示会における当該標章の付された商品またはサービスあるい
はその両方の宣伝または広告および提示を含めて、その宣伝広告の継続期間、範囲および
地理的地域、  

(b) フィリピン国内および外国における、当該標章の付された商品またはサービスあるいはその
両方の市場占有率、  

(c) 当該標章が内在的特徴あるいは獲得した特徴をどの程度備えているか、  

(d)当該標章が獲得した品質に対するイメージまたは評判、 

(e)当該標章が世界中でどの程度登録されているか、 

(f)当該標章が世界中でどの程度登録の独占性を達成しているか、 

(g)当該標章が世界中でどの程度使用されているか、 

(h)当該標章が世界中でどの程度の使用の独占性を達成しているか、 

(i) 世界中で当該標章に起因する商業的価値はどのくらいか、 

(j)当該標章における権利の保護に成功した実績、  

(k)当該標章が周知標章であるかどうかという問題を扱った訴訟の結果、および  

(l) 同一あるいは類似する商品またはサービスを対象として有効に登録され、あるいはかかる商
品またはサービスに使用されており、かつ当該標章が周知標章であると主張している人以外
の人に所有されている同一または類似の標章があるかどうか。 

周知標章 
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周知商標かどうかの判断 

Mark Case No. Other party’s mark 

BOTOX IPC  No. 14-2009-00052 
Decision No. 2010-46 
 

IPC No. 14-2008-00357 
Decision No. 2010-49 
 
 

FACEBOOK IPC No. 14-2008-00304 
Decision No. 2010-62 

WHIRLPOOL 
 

IPC No. 14-2008-00263 
Decision No. 2009-37 
 
 

TOYS “R” US IPC No. 14-2008-00336 
Decision No. 2009-119 



   22 
© Rouse 2013 

周知商標かどうかの判断 

Mark Case No. Other party’s mark 

APPLE 
 

IPC  No. 14-2007-00361 
Decision No. 2009-133 
 
 

IPC No. 14-2004-00115 
Decision No. 2009-196 
 
 

HARVARD IPC  No. 14-2008-00107 
Decision No. 2008-232 

MARLBORO IPC No. 14-2006-00060 
Decision No. 2007-107 
 

IPC No. 14-2006-00122 
Decision no. 2007-189 
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周知商標かどうかの判断 

Mark Case No. Other party’s mark 

ACCO IPC  No. 14-2004-00046 
Decision No. 2006-07 
 

FRED PERRY IPC No. 1539 and 1736 
 
 

SEIKO IPC No. 14-2004-00067 
Decision No. 2005-22 
 

SELKO 

APPLE DEVICE IPC  No. 14-2002-00002 
Decision No. 2004-20 

IPC No. 14-2001-00050 
Decision No. 2004-08 
 

STAR & STAR DEVICE 
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30% －異議申し立
て係属中 

 

 

 
 

60% － 異議申し立

て前あるいは調停
中に和解 

当庁の異議申し立てに関する統計データ 
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商標－異議申し立て手続きの流れ 

公告 

30日 

30日 

30日 

30日 

異議申し立てなし 

登録証（COR）の発行 

3~5ヶ月 

30日 
異議申し立て拒否 

最高裁へ上告 

12ヶ月 
12ヶ月 

12ヶ月 

15日 
15日 

拒絶 

異議申し立て許可 

勝訴又は敗訴 控訴裁判所へ上訴 

異議申し立て許可 

法務局（BLA）における 

異議申し立て取り下げ 

和解に到達 

異議申し立て提起 

応答の通知 

応答 

調停会合の命令 

調停 

和解なし 

予備協議 

方針説明書 

異議申し立て拒否 

商標局長へ上訴 

勝訴又は敗訴 

30~90日 

10日 

1ヶ月 

1ヶ月 

90日 90日 

30~90日 

6ヶ月 
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商標－異議申し立てに関するデータ 

（出所）フィリピン国知的財産庁2012年年次報告書 

年 
提起された訴訟事件の内訳 提起された訴訟事件の総数 

（2012年12月15日現在） 
知的財産法関連の訴訟事件 

知的財産権侵害関連の 

訴訟事件 

26%の減少 

 

提起された 

知的財産権 

侵害関連の 

訴訟事件 

1%の増加 

 

提起された 

知的財産法 

関連の訴訟 

事件 

提起された訴訟事件の総数(2010-2012） 
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• 使用の宣言書が提出されない（出願日から3年以内かつ
登録の5周年日から1年以内に）場合には、登記所により
自動取消しに付される。 

 

• 標章が少なくとも3年間連続してフィリピン国内で使用され
なかった場合には、第三者はいつでも不使用に基づく取
消しの要求を提起することができる。 

 

商標－不使用による取消し 
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第155条1項  

 登録された標章あるいは同じ容器またはそれの支配的な特徴の複製
物、偽造物、コピー物、あるいは外見上の模造物を、かかる商品または
サービスの販売時に、あるいはこれに関連してかかる使用がなされると
混同や誤解を招き、あるいは人を欺く可能性がある商品またはサービス
の販売を実施するために必要な準備段階を含めて、商品またはサービ
スの販売、頒布、宣伝に関連して商業目的で使用する行為、あるいは、 

 

商標侵害 
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第155条2項 登録された標章あるいはその標章の支配的な特徴を複
製し、偽造し、コピーし、あるいは外見上模造し、かかる複製物、偽造
物、コピー物、あるいは外見上の模造物を、かかる使用がなされると
混同を来し、誤解を招き、あるいは人を欺く可能性がある商品または
サービスの販売、売り出し、頒布、あるいは宣伝をする時に、あるい
はこれらの活動に関連して、商業目的で使用される予定のラベル、看
板、印刷物、箱、包装紙、容器、あるいは広告に付ける行為は、 

 登録者が提起した侵害の民事訴訟において、下記の賠償責任を負う
ものとする。ただし、これは、実際に当該の侵害材料を使った商品ま
たはサービスの販売が行われるかどうかに関わらず、第155条1項
または本2項に記される行為のいずれかが行われた時に侵害が起こ
ることを条件とする。 

商標侵害 
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第170条  

刑罰－ 法律により科される民事上および行政上の制裁とは関係なく、第
155条 [商標侵害]、第168条 [不正競争]、 および第169条1項[虚
偽の出所表示]に記される行為のいずれかを行ったとして有罪を宣告
された者は、2年から5年の懲役あるいは5万ペソから20万ペソの罰
金の刑事罰に処されるものとする。 

刑事制裁 
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商標侵害 

侵害の性質 法的根拠 刑罰 

偽造品の販売または宣
伝 

第155条1項－「標章のコ

ピーあるいは外見上の模
倣物を商業目的に使用
する行為」   
 

最高5年の懲役および最
高20万ペソの罰金の併
科 

製造（同一の標章あるい
は標章の外見上の模倣
物を使用） 

第155条2項－「標章を複
製して、ラベル、…、箱に
付ける行為」 

最高5年の懲役および最
高20万ペソの罰金の併
科 
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• 特別商事裁判所－ケソン市、マニラ、マカティ、パシッグに所在－知
財問題を取扱う権限を与えられている。 

• 裁判手続きの合理化 

– 相手方の反対尋問に付されることを条件として、裁判の宣誓供述書が双方の当事
者の直接証言の代わりになる。 

– 訴答は原告のみに認められ、反訴要求および交差請求を経て、これへの応答が
なされる。  
 

• 正式事実審理前協議の後に判決が可能。 
 

• 事件係属中に、差し押えられた侵害品の破棄を命じることができる。  

知的財産権事件の手続きに関する規則（2011年11月8
日）  
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• 恒久的侵害については差止請求が許可される。 

• 立証されれば、相当な額の損害賠償が科される可能性が
ある。 

• 訴訟費用は通常は回復できない。 

• 控訴裁判所や最高裁へ上訴できる。  

• 民事訴訟は4~6年かかる。 

 

• 法務局（ BLA ）－請求される損害賠償の総額が20万ペ
ソ以上の行政に関する不服申し立てを管轄する。 

民事・行政上の救済手段 
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法務局に提起された知的財産権侵害訴訟事件  
（2013年1月から同7月まで） 

商標侵害 

著作権侵害 

発明特許侵害 

工業デザイン侵害 
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強制捜索 

知的財産権執行機関 

フィリピン国警察（PNP） 

刑事捜査探索グループ（CIDG）の不正
防止部 

全国捜査局（NBI）  

知的財産権部 （IPRD） 



   36 
© Rouse 2013 

 

(a)被告に向けて、知的財産法の規定の順守を促す通知あるいは警告状を
発行する。 

(b)対象施設の視察命令を発行する。  

(c)被告に対して順守命令を発行する。 

(d)行政に関する不服申し立てを貿易産業省、関連の地方行政機関、ある
いはその他の政府機関へ直接提起する（関連の通商法・消費者法または地
方政府条例あるいはその両方の違反に関して）。 

(e) 訴訟事件強化を目指して当該訴訟事件を法執行機関へ付託する。  

(f) 捜索令状の請求を勧告する。 

(g) 他の法律、規則、規制の違反の告発を提起するために、他の政府関連
機関に当該事件を付託する。  

(h) 上記以外に、知的財産法の規定順守を確保するために必要な措置を実
施する。 

 

知的財産庁（IPO）の新たな執行権限 
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NBI PNP IPO 

IPRD 
(知的財産権部) 

不正防止部 
IEO 

知的財産権執行室 

法執行機関 視察権限と執行権限を有する知的財産機関 法執行機関 

知的財産権侵害関連の不服申
し立て 

通知／警告状 

視察命令 

訴訟事件強化 

順守命令 

行政に関する不服申し立て 

捜索令状の請求を勧告 

捜索の実施をうけて、下記のいずれをも、あ
るいはそれを組み合わせて発行することが
できる。 

捜索令状の請求 

調査を実施し、おとりの購入を仕掛ける。 

強制捜索活動 

裁判所に刑事告発状を提起する。 

規則は実施されていな
いが、知的財産庁はす
でに知的財産権違反の
告発を受理している。 

差し押えは行わない。 偽
造品があるかどうかだけ
に注目する 

知的財産権侵害は、免
許・営業許可の取り消し
の根拠となることがある。 
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• 刑事訴追を待っていては大きな遅れが出るため、
和解交渉が勧告される。 

• 損害賠償、出所情報、一般社会への謝罪 

• それに加えて、法務省へ告発状を提起する。 

• 刑事訴追の結果が出る前に保管している押収さ
れた商品を破棄する申請を行う。 
 

強制捜索後 
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•  ショッピングモールの所有者・事業者に向けて 

警告状プログラム 
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警告状プログラム 

• ショッピングモールの所有者・事業者がテナントに向けて発行した通知 
• 行為の停止を求める文書でNBI 、 PNPあるいは OMB がコピー送付先 
  とされている。 
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警告状プログラム 

標的から約束が取り付けられる。  
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• インターネット上であるいはローカルサイトで侵害品が発

見されるケースが増えている。 

 

 

 

• 即効性のある救済手段としては、かかるウェブサイトへ削
除を要求する公式文書を送ることがある。 

インターネットでの侵害  
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税関が疑わしい積送品に保留命令を発
行する。 

ブランドの所有者あるいは代表者に通知
した上で、48時間以内に当該商品を検
査する。 

偽造品であった場合には、税関が当該
積送品に対する差し押え・勾留令状を発
行する。 

輸入者は通知を受けて、抗弁することが
でき、当該商品が侵害品であるかどうか
を決定するために意見聴取が行われる。
抗弁しない場合、商品は没収される。 

税関手続き 
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http://ipkomododragon.blogspot.com 

http://ipkomododragon.blogspot.com/
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ご清聴ありがとう 

ございました。 


